
山梨県内の金融機関による

農業者向け商品・サービスのご紹介

関東農政局 山梨県拠点

令 和 ３ 年 ７ 月



山梨県内で事業展開している金融機関の農業者向け商品・

サービスを取りまとめましたのでご紹介いたします。 

今後、内容に変更があり得ることや募集を終了しているもの

があることをあらかじめ御了承ください。 

商品・サービスの詳細内容およびご利用方法については、各

機関の「お問い合わせ先」に御確認をお願い致します。 
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経営体育成強化資金

スーパーＬ資金[農業経営基盤強化資金]

青年等就農資金

農業改良資金

農林漁業セーフティネット（農業）

農林漁業施設資金[主務大臣指定施設資金]漁業

農林漁業施設資金[主務大臣指定施設資金]林業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

農林漁業者等の皆さま向け特例措置のご案内



全額助成

５００万円以内 (※１)
(※３)

(※２)
(※３)

JA災害緊急資金等特別融資
（アグリマイティー資金）

取扱期間：2021年4月1日(木)～2022年3月31日(木)

新型コロナウイルス感染症対策

(※1)お借入金利(固定金利) ＝ 店頭表示金利0.75％－ JAバンクの利子補給率 0.75％
(※2)JAバンクの農業資金保証料助成事業により、保証料がゼロになります。
(※3)ただし、本利子補給および本保証料助成事業の予算枠等の状況に応じて、利息部分あるいは保証料部分をご負

担いただく場合がありますので、ご了承ください。

詳しくはお近くのＪＡへお問い合わせください。

～ 商 品 概 要 は 裏 面 を ご 覧 く だ さ い ～

2021年4月1日時点

ご利用いただける方

ご融資金額・お借入金利

資金使途

新型コロナウイルス感染症の影響により前年同
対比で農業減収額が10%以上ある方

J A北富士： 0 5 5 5 - 7 2 - 1 4 3 9 JAフルーツ山梨：0553-22-7707 JA山梨みらい：055-223-9633

J A鳴沢村： 0 5 5 5 - 8 5 - 2 4 7 0 JAふえふき： 0 5 5 - 2 6 7 - 6 5 7 7 J A梨北 ： 0 5 5 1 - 2 3 - 0 0 2 0

J Aクレイン： 0 5 5 4 - 2 0 - 8 8 0 7 JA南アルプス市：055-283-7118 JA山梨信連： 0 5 5 - 22 3 - 3 5 2 6

経営の維持安定を図るための資金

保証料

【農業経営者様向け（個人・法人）】

お借入金利

無利息
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JA災害緊急資金等特別融資（アグリマイティー資金） 商品概要

ご利用いただける方

・新型コロナウイルス感染症の影響により農業経営に影響が発生している
こと等を当JAが確認できた方で以下の①または②に掲げる方。

①組合員（正組合員・准組合員）の方（個人・法人）
②当ＪＡが定めた農業者等の方

お 使 い み ち ・経営の維持安定を図るための資金であること（減収対策資金）

ご 融 資 方 法 ・証書貸付

お 借 入 金 額
・500万円（所要額の範囲内）
※被害による農業収入減少額の範囲内（既に災害緊急資金にて対応した金
額を含む）とする。

お 借 入 期 間
返 済 方 法

5年以内（据置2年以内）
（元金均等返済または元利均等返済）

担 保 ・原則不要。

保 証
・原則として山梨県農業信用基金協会の保証を付します。
・法人の方は、代表者を連帯保証人とします。

保 証 料 ・一括前払いのみ（ご融資月の翌々月までに全額助成されます）

そ の 他

・お申込みに際しては、当ＪＡ、および山梨県農業信用基金協会において
所定の審査をさせていただきます
・審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予
めご了承ください

（※）本資金の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。また店頭にて返済額の試算を承っておりま
す。
（※）審査の結果によっては、本資金利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。
（※）本資金のご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途ＪＡ所定の手数料が必要となる場
合があります。
（※）ＪＡバンク山梨は、山梨県内8ＪＡおよび山梨県信用農業協同組合連合会で構成するグループの名称です。

2021-04-01
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(※１)
(※３)

(※２)
(※３)

アグリマイティー資金
2021年2月1日(月)～2022年1月31日(月)

農業経営に必要な資金をサポートします!!!

(※1)当初3年間の借入金利(固定金利) ＝ 店頭表示金利 － 裏面記載の軽減条件に応じた軽減率 － 一般社団
法人JAバンクアグリ・エコサポート基金・JAバンク山梨の利子補給率 ≧ 0.2％(下限利率)

(※2)JAバンク山梨の農業資金保証料助成事業により、保証料助成がゼロになります。
(※3)ただし、本利子補給および本保証料助成事業の予算枠等の状況に応じて、利息部分あるいは保証料部分をご負

担いただく場合がありますので、ご了承ください。

詳しくはお近くのＪＡへお問い合わせください。

～ 商 品 概 要 は 裏 面 を ご 覧 く だ さ い ～

2021年2月1日時点

✔幅広い運転資金にも対応！！

✔当初3年間の金利！！

✔さらに保証料負担はずーっと！！

J A北富士： 0 5 5 5 - 7 2 - 1 4 3 9 JAフルーツ山梨：0553-22-7707 JA南アルプス市：055-283-7118

J A鳴沢村： 0 5 5 5 - 8 5 - 2 4 7 0 JAふえふき： 0 5 5 - 2 6 7 - 6 5 7 7 J A梨北 ： 0 5 5 1 - 2 3 - 0 0 2 0

J Aクレイン： 0 5 5 4 - 2 0 - 8 8 0 7 JA山梨みらい：055-223-9633 JA山梨信連： 0 5 5 - 22 3 - 3 5 2 6- 3 -



アグリマイティー資金 商品概要

ご利用いただける方
・組合員（正組合員・准組合員）の方（個人・法人）
・または、当ＪＡが定めた農業者等の方

お 使 い み ち

・農業生産に直結する設備資金・運転資金
・農産物の加工・流通・販売に関する設備資金・運転資金
・地域の活性化・進行を支援するための設備資金・運転資金
・再生可能エネルギー利用の取組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金
・既往資金の他金融機関等からの借換え資金
・自然災害等による農業経営の一時的な悪化に対応するための資金

お 借 入 金 額
・事業費の100％の範囲内
※再生可能エネルギー対応資金の上限は5千万円、災害資金の上限は5百万円ま

でとなります

お 借 入 期 間
返 済 方 法

【長期資金】（元金均等返済および元利均等返済）
原則15年以内（据置3年以内）

【短期資金】（元金均等返済および期日一括返済）
1年以内

担 保 ・必要に応じて設定させていただくことがございます

保 証
・原則として山梨県信用農業基金協会の保証をご利用いただきます
・法人の方は、代表者を連帯保証人とします

保 証 料 ・一括前払い・分割前払いのいずれかを選択いただけます

そ の 他

・お申込みに際しては、当ＪＡ、および原則として山梨県農業信用基金協会にお
いて所定の審査をさせていただきます
・審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了
承ください

軽減条件 軽減率

（最大）0.8％

認定農業者の方 0.2％

本資金をお借入する当ＪＡから融資対象物件を購入の方 0.2％

本資金をお借入する当ＪＡの販売事業をご利用の方 0.4％

（※）本資金の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。また店頭にて返済額の試算を承っておりま
す。
（※）審査の結果によっては、本資金利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。
（※）本資金のご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途ＪＡ所定の手数料が必要となる場
合があります。
（※）ＪＡバンク山梨は、山梨県内8ＪＡおよび山梨県信用農業協同組合連合会で構成するグループの名称です。
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詳しくは お 近くの J A 窓 口 また はホ ー ム ペ ージをご覧くださ い

JAバンク山梨

こちらからもアクセス

検　索

北 富 士

鳴 沢 村

ク レ イ ン

フルーツ山梨

ふ え ふ き

JA

JA

JA

JA

JA

q0555-72-1439
q0555-85-2470
q0554-20-8807
q0553-22-7707
q055-265-1611

山梨みらい

南アルプス市

梨 北

山 梨 信 連

JA

JA

JA

JA

q055-223-9633
q055-283-7118
q0551-23-0020
q055-223-3526BB

山梨

認定農業者様 山梨

金 利負担0%
借入日から当初5年間

借入日から当初5年間無利子なので実質金利負担が0%

お借入全期間、保証金の負担が0円

借入期間中ずーっと！

保証料負担0円※

※山梨県、公益財団法人農林水産長期金融協会、一般社団法人ＪＡバン
クアグリ・エコサポート基金及びＪＡバンク山梨による利子補給・利子助
成制度と、ＪＡバンク山梨の農業資金保証料助成事業により、当初5年間
に限り金利・保証料負担がゼロとなります。ただし、本利子補給・利子助成
制度及び本保証料助成事業の予算枠等の状況に応じて、利息部分あるい
は保証料部分をご負担いただく場合がありますのでご了承ください。

農業近代化資金の商品概要は裏面をご覧ください！

農業近代化資金

「農機具購入」や、「パイプハウスの建設等」、
「果樹等の改植等」にご利用いただけます。

2021年2月1日（月）～2022年1月31日（月）

※保証料を一括前払いにて支払われた場合に対象といたします。
※保証料は0.41%、0.50%、0.60%の３段階で、審査によって決定されます。
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詳しくはお近くのJAまでお問い合せください。 山梨
http : / /www. jabank -yamanash i .o r . j p /

農業近代化資金商品概要
2021年 2月 1日現在2021年 2月 1日現在

（※）本資金の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。また店頭にて返済額の試算を承っております。
（※）審査の結果によっては、本資金利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。

（※）本資金のご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途ＪＡ所定の手数料が必要となる場合があります。
（※）ＪＡバンク山梨は、山梨県内8ＪＡおよび山梨県信用農業協同組合連合会で構成するグループの名称です。

農機具・機械の購入・修理

ハウスの建築・改良・復旧

果樹等の新改植・育成

土 地 の 改 良・ 造 成

家 畜 の 購 入・育 成

長 期 運 転 資 金

資 格 要 件

お 借 入 金 額

お 借 入 期 間

お 借 入 れ 金 利

保 証 機 関

担 保

審 査 回 答 最 短 期 間
（目安 ）

15年以内（農機具等の場合は7年以内）

お近くのＪＡ店舗にお尋ねください。

山梨県農業信用基金協会

上記の基金協会を利用されない場合は基本的に必要となります。

個人

法人

1,800万円以内

3,600万円以内
500万円以内700万円以内

(青色申告者の方は1,000万円以内)

○

認定農業者

認定就農者

その他担い手

20歳以上

81歳未満

○

○

○

○

 

×

認定農業者

その他担い手

20歳以上

80歳未満

○ ×

×

認定農業者
（直近３カ年分の青色申告･決算

申告を実施している方）

20歳以上

76歳未満

通常融資 簡素化
農業近代化資金

項　目
クイック融資

お 借 入 時

最 終 ご 返 済 時

お 

使 

い 

み 

ち

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

年
　
齢 81歳以上の方でも農業後継者がいる方はお申し込みいただけます。

（ただし簡素化・クイックは対象外）

（注）すべての必要書類をご用意いただけない場合は、上記期間内に
　　ご回答できかねますのでご了承ください。

1カ月半程度 1・2週間程度 1・2週間程度

＼農業経営に前向きに取り組まれる方／
農業近代化資金は「通常融資」「簡素化」「クイック融資」の3つから選べます。

農 業 近 代 化 資 金

通常融資 簡素化 クイック融資
借入金が大きくなりそう！ 手続きを簡単にしたい！ 早くお金を借りたい！
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「草刈り機」や「ＳＳ」、「高所作業台」などの農機具購入や、
パイプハウスの建設やビニールの張替えにご利用いただけます！

※1 当初3年間の借入金利（固定金利） ＝ 店頭表示金利 － 裏面記載の軽減条件に応じた軽減率 － 一般社団法人ＪＡバンクアグリ・エコサポート基金・ＪＡバンク山梨の利子補給率 ≧ 0.2％（下限利率）　※2 ＪＡバンク山梨の農
業資金保証料助成事業により、保証料負担がゼロとなります。　※3 ただし、本利子補給及び本保証料助成事業の予算枠等の状況に応じて、利息部分あるいは保証料部分をご負担いただく場合がありますのでご了承ください。

詳しくは お 近くの J A 窓 口 また はホ ー ム ペ ージをご覧くださ い

JAバンク山梨

こちらからもアクセス

検　索

北 富 士

鳴 沢 村

ク レ イ ン

フルーツ山梨

ふ え ふ き

JA

JA

JA

JA

JA

q0555-72-1439
q0555-85-2470
q0554-20-8807
q0553-22-7707
q055-265-1611

山梨みらい

南アルプス市

梨 北

山 梨 信 連

JA

JA

JA

JA

q055-223-9633
q055-283-7118
q0551-23-0020
q055-223-3526BB

山梨

山梨専業農家様・兼業農家様

農機ハウスローン
2021年2月1日（月）～2022年1月31日（月）
農機ハウスローン

2021年2月1日（月）～2022年1月31日（月）

農機ハウスローンの商品概要は裏面をご覧ください！

0.2%最
大

固定
金利

借入日から当初3年間

※1 ※30.2%最
大

固定
金利

借入日から当初3年間

※1 ※3 0円
保証料
負担

借入期間中ずーっと！

※2 ※30円
保証料
負担

借入期間中ずーっと！

※2 ※3

※保証料を一括前払いにて支払われた場合に対象といたします。
※保証料（0.60%）

山梨の農業をサポート！
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詳しくはお近くのJAまでお問い合せください。 山梨
http : / /www. jabank -yamanash i .o r . j p /

農機ハウスローン
サポートキャンペーン
農機ハウスローン
サポートキャンペーン
商 品 概 要

2021年 2月 1日現在2021年 2月 1日現在

＼営農のための設備投資をご検討の方／
ハウスローンは下記の使いみちででご利用可能です。

「土地の購入」・「運転資金」でのご利用はできません。

農機具
機械の
購入

農機具
機械の
修理

ハウスの
建築

ハウスの
改良

ハウスの
復旧

（※）本資金の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。また店頭にて返済額の試算を承っております。
（※）審査の結果によっては、本資金利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。

（※）本資金のご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途ＪＡ所定の手数料が必要となる場合があります。
（※）ＪＡバンク山梨は、山梨県内8ＪＡおよび山梨県信用農業協同組合連合会で構成するグループの名称です。

・組合員（正組合員・准組合員）である方。
・農業を営んでいる方又は農業に従事している方。

【個人】前年度税込み年収が150万円以上ある方。
　　　（自営業者の方は前年度税引前所得とします。）

【法人等】原則として三期分の決算書及び事業計画・返済計画の提出が可能で、
　　　　かつ原則として直近決算期において繰越欠損金を有しない方。

20歳以上
81歳未満（81歳以上の方でも農業後継者がいる方はお申し込みいただけます。）
1,800万円以内（５００万円を超える個人は青色申告を原則といたします。）
1年以上10年以内（農機具等の場合は7年以内）
お近くのＪＡ店舗にお尋ねください。
山梨県農業信用基金協会
原則として担保の設定は行いません。
1・2週間程度

（注）すべての必要書類をご用意いただけない場合は、上記期間内に
　　ご回答できかねますのでご了承ください。

資 格 要 件

お 借 入 時
最 終 ご 返 済 時

お 借 入 金 額
お 借 入 期 間
お 借 入 れ 金 利
保 証 機 関
担 保
審 査 回 答

最 短 期 間 （ 目 安 ）

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

年
齢

軽　減　条　件 軽減率（％）

認定農業者の方

本ローンをお借入するＪＡから融資対象物件購入の方

本ローンをお借入するＪＡの販売事業をご利用の方

その他JAの所定条件

（最大0.8％）

0.2％
0.2％
0.4％

各JAにて設定
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ＪＡバンク山梨

ＪＡバンク山梨
農業経営相談窓口

新サービスのご紹介

お問い合わせ先

税務 労務 法人化

財務・資金調達 事業承継 マーケティング

施策実施期間
平成27年9月1日(火)～ 平成31年3月31日(日)

事業実施団体

県内 J A 、山梨県信用農業協同組合連合会
ＪＡグ ル ー プ山梨担 い手 サ ポ ー ト セ ン タ ー

「税務、労務、資金調達、法人化の方法や概要を知りたい！」
「 各 種 助 成 金 の 活 用 方 法 に つ い て 相 談 し た い ！ 」

各分野の専門家が、あなたのお悩みにアドバイスします。

相談
無料

農業者、集落営農、農業生産法人、JA出資法人等

施策対象者

ＪＡ山梨信連（TEL：055-223-3526）- 9 -



分類 相談メニュー

税務
税制上の特例措置について知りたい

農業法人特有の会計処理方法を知りたい

労務

一般的な就業規則の作り方について相談したい

外国人技能実習生の労務管理について相談したい

人事制度（賃金制度・評価制度・退職金制度等）について相談したい

人事・労務トラブルについて相談したい

法人化
法人化の一般的な検討項目・考え方を知りたい

法人化に必要な書類・事務の流れを知りたい

財務・資金調達

財務内容改善にむけたアドバイスがほしい

資金調達手段のメリット・デメリットを知りたい

実施事業に合致した農業制度資金を知りたい

事業承継

事業承継の手段や概要を知りたい

事業継承における経営者、後継者双方の役割を知りたい

事業承継における課題や対応策を知りたい

マーケティング

これまでとは違う販路を新規に開拓したい

６次産業化に取り組みたいが、何から始めたらいいか知りたい

小売店、飲食店などの新たな事業への参入に向けたアドバイスがほしい

具体的な成功事例とそのポイントを教えて欲しい

◆ご相談の流れ

◆ご相談可能な内容（例）

農業者様などからのご相談をＪＡが書面にてお受けし、ご相談内容に応じて、専門家等による適
切なアドバイスをご回答致します。ご相談は無料で秘密厳守にてお受け致します。

農業者様など ＪＡ担い手
金融リーダー

ＪＡ山梨信連
担い手サポートセンター
その他関係機関
税理士、社労士等

②回答・アドバイス・情報提供

※一覧に記載がない内容でも、内容によってはご相談をお受けできます。お気軽にご相談ください。
なお、ご相談時に入手したお客様に関する情報は、他の目的には一切利用いたしません。

③相談者へご回答

①書面でのご相談
相談票

相談票

相談票

（※）書面による方法のほか、電子メールを通じて直接ご相談いただけます。
山梨県信用農業協同組合連合会 食農法人営業部
メールアドレス ☞ agri6001000＠jabank-yamanashi.or.jp
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 特徴１ 融資額最高３，０００万円（個人） 

２億円（法人）融資期間最長 15 年 
 

 特徴２ 安心の低金利（令和３年 4 月１日現在） 

 
      ＊固定金利、変動金利がご選択いただけます。ご融資期間により金利が異なります。 
 
 

 特徴３ 最大０．２％の金利優遇措置               
    

 
    ＊複数項目に該当する場合でも最大で 0.20％までの金利優遇となります。 

 

 特徴４ 最大１．０％の利子補給 
＊お借入当初 3年間は JAバンク・JAバンク山梨の助成措置により最大 1.0%の 

利子補給制度があります。 

 

 特徴５ 原則無担保、第三者保証人は不要です 
     ＊代表者の方は保証人になっていただく場合があります。 

                          

 
 
 
 
 

 
また、上記資金のほかにも各種資金をご用意してお待ちしております。 

   

ＪＡ山梨信連    

 

 

 エコファーマー認定    有機ＪＡＳ認証 
 認定農業者        ＭＰＳ認証      
 山梨県農業法人協会会員   ＪＡ販売事業利用者  

     

次の項目に該当すると１項目につき 0.１０％が金利優遇されます！ 

  
 
変動金利  

年１.６７５％ 

固定金利 

年１.７７５％ 

 
 

変動金利  

年１．８７５％ 

固定金利  

年２．０７５％ 

 

 

 

変動金利・固定金利 

 

年１．４７５％ 

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 
  
 
変動金利  

年２.０７５％ 

固定金利 

年２．４７５％ 

５年超 
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ＪＡ山梨信連でご融資する農業法人向けの原則無担保・第三者保証人不要の低利な 

資金です。融資条件等については、ご相談させていただきます。 

※審査の結果、ご希望に添いかねる場合もございますので、あらかじめご了承願います。 

 
 

 

〈取扱店〉 ＪＡ山梨信連 食農法人営業部 

 ＴＥＬ0５５-２２３-３５２６    
 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用いただける方 
原則３期分の決算書のご提出が可能な農業法人・農業関連法人等で繰越欠損を 

有しない方及び会員の組合員（正組合員・準組合員）。 

お 使 い み ち 
農業生産および農産物の加工・流通・販売等に関する運転資金および設備資金

等の事業資金 

ご 融 資 金 額 ３，０００万円（個人） 2 億円（法人）以内 

ご 融 資 期 間 
短期資金は 1 年以内 

長期資金は 15 年以内（据置 3年以内） 

ご 融 資 金 利 

年１．４７５％～２．４７５％ 

※  ※固定金利、変動金利がご選択いただけます 

※  ※ｴｺﾌｧｰﾏｰ認定者・有機 JAS 認証取得者・認定農業者 

※   MPS 認証取得者・山梨県農業法人会員・ＪＡ販売事業利用者 

※   には最大 0.2%の金利優遇があります。 

ご 融 資 方 法 短期（１年以内）：手形貸付・特別当座貸越  長期：証書貸付 

ご 返 済 方 法 元金均等償還、元利均等償還、期日一括償還 

担 保 ・ 保 証 人 

担保：原則不要 

保証：原則第三者個人保証・機関保証は不要です（代表者の方は保証人になっ

ていただく場合があります） 
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最大１，５００万 最大３００万

新規就農者を応援します!!!

やまなし新規就農者
応援ローン

ご相談・お問い合わせ先

食農法人営業部

ＴＥＬ055-223-3521
受付時間 9：00～17：00（平日のみ）

幅 広 い お 使 い み ち に 対 応 ！ ！

・住宅の取得（土地含む）
・中古住宅の取得
・住宅のリフォーム

・農機具の購入（中古含む）
・農業用資材の購入
・農地の取得・改良
・その他、農業に関連する資金

新 規 就 農 に 必 要 な 資 金 を ご 融 資 し ま す ！ ！
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や ま な し 新 規 就 農 者 応 援 ロ ー ン 商 品 概 要

ご利用いただける方

個人を対象とし、以下の①から④をすべてを満たす方。
①就農開始から５年以内の新規就農者であること。
②ＪＡの組合員(正組合員・准組合員)であること。
③貸付時年齢は２０歳以上で、かつ完済時年齢が７６歳未満であること。
※ただし、完済時年齢が７６歳以上となる場合は、農業後継者を連帯保証人に付すことにより
貸付対象者とする。
④信用状況に不安がないこと。

お 使 い み ち

①農機具の購入(中古農機を含む)資金
②農業用資材の購入資金
③農地の取得・改良資金
④住宅の取得資金
⑤日本政策金融公庫資金等のつなぎ資金
⑥その他農業経営に関連する資金

ご 融 資 金 額
１貸付先あたり３００万円(１万円単位)以内とし、所要額の範囲以内とします。
※ただし、住宅の取得（土地含む）、リフォーム資金は、１，５００万円(１万円単位)以内と
し、所要額の範囲以内とします。

ご 融 資 期 間
①短期資金⇒１年以内
②長期資金⇒１０年以内(据置３年以内)
※ただし、住宅の取得資金については、２５年以内となります。

ご 融 資 方 法
短期資金⇒手形貸付、特別当座貸越
長期資金⇒証書貸付

ご 返 済 方 法 原則として元金均等返済、元利均等返済または期日一括返済。

担 保 ・ 保 証 人

①物的担保等は必要に応じて徴求させていただきます。
ただし、住宅の取得資金については、融資対象物件に対し、原則として第１順位の抵当権を

設定させていただきます。
②連帯保証を求める場合は、必要性・妥当性を検証させていただきます。

金利優遇措置一覧
✓認定新規就農者
✓認定農業者
✓エコファーマー認定

✓有機ＪＡＳ認証
✓山梨GAP
✓ＪＡ販売事業利用者

○上記の項目に該当すると１項目につき0.10％の金利が優遇されます。
○複数項目に該当する場合は最大で0.20％の金利優遇となります。

○固定金利、変動金利がご選択いただけます。ご融資期間により金利が異なります。
○適用金利は金融情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。
○審査の結果によっては、本資金利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

<ご相談お問い合わせ先>

食農法人営業部

ＴＥＬ055-223-3521 受付時間 9：00～17：00（平日のみ）
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利息（0.2％） 利息（固定金利）

利息
支払

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目期間

生育
計画

元金 元金 元金 元金

元金
返済

元金

■ご活用イメージ
【借入期間8年（うち据置3年）】

事業計画に応じた柔軟な返済方法が選択できます。

据置期間中の金利負担は0.2％ポイント2

ポイント１ 農産物の収穫まで、元金の返済を最大5年間据置

ポイント3 元金返済額の設定が可能

ポイント2ポイント１ ポイント3

農地の再生・取得を
応援します！！

ご相談・お問合せ先

食農法人営業部

ＴＥＬ：055-223-3521
受付時間 9：00～17：00（平日のみ）
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や ま な し 農 地 再 生 支 援 資 金 商 品 概 要

ご 利 用
い た だ け る 方

①農業(生産)法人、農業関連(加工・流通・販売等)法人。

②JAの組合員(正組合員・准組合員)。

お 使 い み ち

①遊休農地・耕作放棄地や今後その可能性のある農地等を取得・再生す
るための資金(例：土壌改良、定植、改植等)

②遊休農地・耕作放棄地や今後その可能性のある農地等を利用して農産
物を生産するために必要な設備資金

③遊休農地・耕作放棄地や今後その可能性のある農地等を利用して農産
物を生産するまでに要する運転資金

ご 融 資 金 額 １事業あたり３０百万円(１万円単位)以内とし、所要額の範囲内。

ご 融 資 期 間 原則として１５年以内(うち据置５年以内)

ご 融 資 方 法 証書貸付

ご 返 済 方 法 元金均等返済、元利均等返済、元金不均等返済。

担 保 ・ 保 証 人

担保：必要に応じて徴求。

保証：原則第三者個人保証・機関保証は不要。
(代表者は保証人になる場合あり)

金利優遇措置一覧
✓エコファーマー認定
✓認定農業者
✓ＪＡ販売事業利用者

✓山梨県農業法人協会会員
✓有機ＪＡＳ認証
✓ＭＰＳ認証

○上記の項目に該当すると１項目につき0.10％の金利が優遇されます。
○複数項目に該当する場合は最大で0.20％の金利優遇となります。

<ご相談・お問い合わせ先>

食農法人営業部

○適用金利は金融情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。
○審査の結果によっては、本資金利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

ＴＥＬ055-223-3521 受付時間 9：00～17：00（平日のみ）
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※　審査の結果、ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

平成３０年４月１日現在

　＜運転資金＞１年超５年以内
  ＜設備資金＞１年超１５年以内（法定耐用年数以内）
　※　１年以内の据置期間を含みます。
　※　お借換え資金については、原則として残存期間の範囲内とします。

元金一括返済 元金均等毎月返済または元利均等毎月返済

保証料

ご返済方法

　信用保証協会をご利用の場合は、別途保証料が必要となります。

　当行所定の利率（固定金利または変動金利）を適用いたします。
　※　ご融資期間１０年超の場合は、変動金利となります。

　個別の審査となります。担保・保証人

団体信用生命保険なし 団体信用生命保険なし

ご融資金額

ご融資利率

ご融資期間

ご利用いただける方

お使いみち

1年以内

証書貸付

団体信用生命保険あり

手形貸付

　中堅・中小企業および個人事業主の方 　中堅・中小企業および個人事業主の方

　　　　　以下の条件を満たす中堅・中小企業（※）
  　　　　および個人事業主の方
　　　　　※中小企業基本法第２条に該当する中小
  　　　　企業者、または信用保証協会法第２０条
  　　　　に定める中小企業者のうち医業を主たる
  　　　　事業とする方
 　　　　 ①保険加入者（法人の場合は代表権を
      　　　　有する連帯保証人１名）の借入時年齢
      　　　　が満２０歳以上７５歳以下で、 完済時
      　　　　年齢が満８０歳以下であること
　　　　　②当行所定の団体信用生命保険に加入
      　　　　可能なこと

※　当行既往ご融資資金のお借換えにはご利用いただけません。

　５億円以内 　５億円以内 　１億円以内

事業に必要な運転資金 事業に必要な運転資金・設備資金（借換資金を含みます）

山梨中央銀行は、地域ブランド産業や 

成長分野ビジネスに関する取り組みを 

応援いたします。 
ぜひお気軽にご相談ください。 

幅広い資金ニーズにご利用いただけます。 

担当      TEL 

◎ くわしくは山梨中央銀行の窓口までお気軽にお問い合わせください。 

■山梨中銀 地域活力強化ファンドの概要 

https://www.yamanashibank.co.jp/ 
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■会員サービスの内容  ～企業経営のプラットフォーム～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■入会のご案内 

入会金  無  料 

サービス提供料（年） 38,500円（税込）※毎年1月20日（銀行休業日の場合は翌営業日）にご指定口座からお引き落しいたします 

入会手続 
１．取引店、または経営者クラブ事務局へご連絡ください。  

２．取引店からご連絡の上、担当者が利用申込手続きにお伺いいたします。 

３．登録手続きの完了後、ご利用案内を送付いたします。 

 

山梨ちゅうぎん経営者クラブは、企業

経営に有益な各種情報・サービス等の

提供・紹介、および 会員相互の交流

機会の創出を通じて、会員企業の経

営発展を多方面からサポートする山梨

中央銀行のお客さまの会です。    

【2020.11月現在会員数：1,440名】 

◆「経営後継者育成セミナー」を通じて、次世代経営者の経営ノウハウ・スキル向上と経営者同士のネッ

トワーク作りをサポートしています。 

◆歴代セミナー受講者は約500名を越え、受講終了後における受講者の交流も業界・世代の垣根を超

えた異業種交流の場として、企業経営に役立っています。 

講演会・交流会・ 

各種セミナー 

社内研修・集合研修に 

最適なWebライブラリー 

経営情報提供 

サービス 

次世代経営者の 

育成サポート 

◆著名経営者、著名人による経営講演会を開催しています。講演会終了後には、会員同士の情報交

換・交流の場として交流会も開催しています。 

◆企業経営、経営戦略、税務・法務、人材育成など実務を中心とした人気セミナーを開催しています。

一流講師陣による質の高いセミナーは、企業経営における様々な知識・ノウハウが習得出来ます。 

◆階層別・職能別の人材育成に役立つオンライン教育サービスを無料で提供しています。 

◆スマホや PCで必要な時に必要なことが効率的、効果的に学習いただけます。 

◆企業経営に役立つ様々な情報や注目される記事などを特集したメールマガジンを提供しています。 

◆経営課題解決のヒントになる情報から、業種に特化した専門情報まで、わかりやすくまとめたビジネス 

レポートを常時2,000本ご用意しています。 

 https://www.yamanashibank.co.jp/CLUB/くわしくはHPをご覧ください▶▶ 

℡ 055-224-1110 山梨ちゅうぎん経営者クラブ 
〒400-8601山梨県甲府市丸の内１-２０-８ 
E-mail：club@yamanashibank.co.jp 

山梨ちゅうぎん 

経営者クラブ 

のご案内 
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アグリビジネス 

スクール２０２１ 

受講のご案内 
 

 

 

 

■このような展望・課題をお持ちの方に最適です。 

☑ 企業的農業経営者として「経営能力」を身につけたい方 

☑ ６次産業化を推進する経営者の方 

☑ 将来農業経営を目指す方 

☑ 異業種からの農業参入を検討している方 

☑ IoTを活用したスマート農業を目指す方 

☑ 過去に受講していて、さらにステップアップを目指す方 

■概 要 

◆ 内 容 企業的農業経営者としての基本的心構えを学びます。 

◆ 内 容 財務、人材育成、流通、生産管理、マーケティング等 

のマネジメント知識習得のための講座で構成されてお

り、実務に活かせるカリキュラムです。 

◆ 期 間 ２０２１年５月～２０２１年１２月（８回） 

◆ 受 講 料 ３０，０００円（消費税等込） 

           ※山梨ちゅうぎん経営者クラブ会員の方は各社 1名 

まで無料 

◆ 定 員 ４０名程度 

◆ 開 催 形 式  オンライン形式（zoom） 

◆ お申込方法 メール：下記の URLから申込書をダウンロードし右記 

アドレスへお申込み 

FAX：パンフレット最終ページの「受講申込書」に必    

要事項をご記入のうえ FAXにてお申込み 

窓口：パンフレット最終ページの「受講申込書」に必    

要事項をご記入のうえのお取引店の窓口にて    

お申込み 

◆ お申込期限 ２０２１年５月１８日（火） 

◆ 共     催  静岡銀行             申込書はこちらから↓ 

◆ 協 力 山梨学院大学 

 

 

「産業競争力強化法に基づく創業支援

事業計画」の特定創業支援事業です。 

 

 

創業を予定されている方は、本スクールを一定回数以上受講すれ

ば、株式会社設立時の登録免許税が軽減される等のメリットがあり

ます。 

農業経営の 

プロフェッショナルを

目指しませんか。 

 

新規就農者も 

大歓迎！ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本スクールは農業経営に特化したビジ

ネススクールです。 

講座は、行政機関、税理士、大学教授

および現役の先進的農業経営者など

各専門家が行います。 

企業的農業経営者として身につける 

べき基本事項の習得だけでなく、最新

の農業経営について学ぶ絶好の機会

です。 

異業種からの農業参入など、農業・食

品業界は大きく変化している中で、新

たなビジネスチャンスとして本スクール

をご活用ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

 

■ お問い合わせ先 

株式会社 山梨中央銀行  

コンサルティング営業部 

コンサルティング営業室 

・ＴＥＬ ０５５-２２４-１５４１ 
月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

・ＦＡＸ ０５５-２３２-５５６２ 

・E-mail  yam003@yamanashibank.co.jp 

・HP 

https://www.yamanashibank.co.jp/ 

   corporation/support/school/ 

 

 https://www.yamanashib

ank.co.jp/assets_webpa

ge/doc/Agrischool.doc 
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「アグリビジネススクール２０２１」受講申込書 

以下のとおり申込みます。                            2021年   月   日 
 

   

受講者名  

業 種  

所在地 〒   － 

電話番号（携帯） 

 

メールアドレス  

 

【申込情報のお取り扱いについて】 

・ご記入いただきました情報は、本スクールの運営のために利用させていただくほか、山梨中央銀

行ならびに静岡銀行からの各種情報提供や商品・サービスに関する各種提案のために利用させ

ていただきます。 
 

 

 

 

■お問い合わせ先 

株式会社 山梨中央銀行 コンサルティング営業部 コンサルティング営業室 （担当：山田） 

〒４００－８６０１ 山梨県甲府市丸の内１－２０－８ 

TEL：０５５－２２４－１５４１ 

FAX：０５５－２３２－５５６２ 

E-mail ：yam003@yamanashibank.co.jp 

 

切
り
取
り
線 

お申込期限 2021年 5月 18日（火） 

会社名・屋号 

ふりがな 

アグリビジネススクール

ホームページはこちら 
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【山梨ちゅうぎん経営者クラブ】は企業経営に有益な各種情報・サービス等の提供・紹介、および会員相互

の交流機会の創出を通じて、会員企業の経営発展を多方面からサポートする山梨中央銀行のお客さまの

会です。【２０２１．３月現在会員数：1,422名】 

別途、お申し込みが必要です。 
 

●会員サービスの内容   ～企業経営のプラットフォーム～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■入会のご案内 

入会金  無  料 

サービス提供料（年） 
38,500円（税込）※毎年 1 月 20日（銀行休業日の場合は翌営業日）にご指定口座からお引き落し

いたします 

 

入会手続 

１．取引店、または経営者クラブ事務局へご連絡ください。  

２．取引店からご連絡の上、担当者が利用申込手続きにお伺いいたします。 

３．登録手続きの完了後、ご利用案内を送付いたします。 

 

 

山梨ちゅうぎん経営者クラブのご案内  

アグリビジネススクール 2020 の様子 

・オンライン形式ですので遠方の方でも無理なく受講できます。 

受講にあたって 

◆「経営後継者育成セミナー」を通じて、次世代経営者の経営ノウハウ・スキル向上と経営者同士のネットワーク作りをサポ

ートしています。 

◆歴代セミナー受講者は約 500名を越え、受講終了後における受講者の交流も業界・世代の垣根を超えた異業種交

流の場として、事業経営に役立っています。 

講演会・交流会・ 

各種セミナー 

社内研修・集合研修に 

最適なWeb ライブラリ

ー 

経営情報提供 

サービス 

次世代経営者の 

育成サポート 

◆著名経営者、著名人による経営講演会を開催しています。講演会終了後には、会員同士の情報交換・交流の場とし

て交流会も開催しています。 

◆企業経営、経営戦略、税務・法務、人材育成など実務を中心とした人気セミナーを開催しています。一流講師陣によ

る質の高いセミナーは、事業経営における様々な知識・ノウハウが習 得出来ます。 

◆階層別・職能別の人材育成に役立つオンライン教育サービスを無料で提供しています。 

◆スマホや PC で必要な時に必要なことが効率的、効果的に学習いただけます。 

◆企業経営に役立つ様々な情報や注目される記事などを特集したメールマガジンを提供しています。 

◆経営課題解決のヒントになる情報から、業種に特化した専門情報まで、わかりやすくまとめたビジネス レポートを常

時 2,000 本ご用意しています。 

http://yamanashibank.co.jp/CLUB/ くわしくは HP をご覧ください▶▶ 

℡ 055-224-1110 山梨ちゅうぎん経営者クラブ 
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内１-２０-８ 
E-mail：club@yamanashibank.co.jp - 21 -



 
 

 
  
 
 

 開催日・時間 内   容 講  師 創業支援 
（受講必須） 

１ 

２０２１年 

１5 月25 日（火） 
Time 18:30-20:30 

■開校式・オリエンテーション 

■経営マネジメント 
中小企業診断士 ● 

２  6 月 22 日（火） 

Time 18:30-20:30 

■生産マネジメント 

・標準の意味と力、現場改善の成功事例 
山梨学院大学  

３ １7 月27 日（火） 

Time 18:30-20:30    
■マーケティング 山梨学院大学  

４  8 月 24 日（火） 

Time 18:30-20:30 

■流通マネジメント① 

■流通マネジメント② 

行政機関 

貿易関連事業者 
● 

５ １9 月29 日（水） 

Time 18:30-20:30 

■人材マネジメント 

・チームビルディング（組織づくり） 
人材育成コンサルタント ● 

６  10 月26 日（火） 

Time 18:30-20:30 

■財務マネジメント 

・経営者に必要な財務の知識   
税理士 ● 

７ 11 月24 日（水） 
Time 18:30-20:30 

■スマート農業の現状 IoT関連事業者   

８ 12 月21 日（火） 
Time 18:30-20:30 

■事業経営の実践 

■閉校式 
先進的農業経営者  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

アグリビジネススクールは、県内の各市町村が策定し、国から認定を受けている「産業競争力強化法に  

基づく創業支援事業計画」における特定創業支援事業です。 

創業を予定されている方は、本スクールを一定回数以上（注１）受講すれば、創業する際に、株式会社設立時の登録免

許税が軽減される（注２）等のメリットがあります。 

補講等の対応を予定しております。 

（注１）上記カリキュラムの「創業支援」欄に●がある 4 講座をすべて受講し、かつ全体の７割（6講座）以上 

（注２）資本金の０．７％⇒０．３５％ ※最低税額は１５万円のところ７．５万円に減額 

※アグリビジネススクールは特定創業支援事業です。 
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お 申 込 

いただける方 

当金庫の営業エリア内に本店または事業所のある法人、もしくは住居または事業所がある

個人の農業従事者で、以下の資格要件にあてはまる方 

・ 当金庫の会員または会員資格を有する方で、かつＪＡの組合員の方 

・ １年以上（運転資金にあっては３年以上）農業を営む方、または従事している方（兼

業農家も可） 

・ 個人の場合、貸付時の年齢は２０歳以上で、かつ、完済時の年齢が満７６歳未満の方

（完済時の年齢が７６歳以上となる場合は、事業承継者がいる方） 

・ その他当金庫所定の審査条件を満たす方 

お使いみち 農業経営に必要な運転資金、農機具購入や農業施設建設等の設備資金、農地購入資金 

ご融資金額 １，５００万円以内（１０万円単位） 

ご融資期間 (1) 設備資金、農地購入資金：１０年以内（ただし、耐用年数の範囲内） 

(2) 運転資金：５年以内 

ご融資形態 証書貸付 

ご返済方法 元金均等返済（利息前払い） 

※融資期間が１年以内の場合に限り、一括返済もご利用いただけます。 

ご融資金利 甲しん長期プライムレート（当金庫の実行時における長期貸出最優遇金利）を基準とした

変動金利（随時連動型） 

延滞損害金 ご返済を延滞された場合の損害金は年 14.5%とさせていただきます。 

担 保 原則として必要ございません。 

保 証 山梨県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。 

保 証 人 法人の方：代表者の方 

個人の方：不要（完済時の年齢が７６歳以上となる方は、事業承継者の方） 

保 証 料 山梨県農業信用基金協会所定の保証料をご融資時に一括でお支払いいただきます。 

手 数 料 ご融資後 6 か月以降に全額繰上返済または一部繰上返済をされた場合は、当金庫所定の手

数料を申し受けます。 

ご留意事項 ・ お申込に際しては事前に審査させていただきます。審査の結果によってはご希望に添

えない場合もございますのであらかじめご承知おきください。 

・ 記載されている諸条件、金利、手数料等は変更することがございます。 

・ ご不明な点や詳しい商品内容やご返済額の試算につきましては、当金庫の窓口までお

問い合わせください。 

（平成 30年 8月 1日現在） 
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コロナの影響もあり補助金の申請を

検討をしていた。国の情報だけでな

く、地元の情報もタイムリーに掲載

されるので非常に助かった。

金融機関が仲介するから安心

面談率は60％以上(2020.3時点)

テキスト入力だけの簡単作成

スマホ対応、SEO対策も

活用事例

法務・労務・税務・知財

専門業務をスポットで依頼

活用事例

経営支援情報

補助金・助成金の取得支援

セミナー・コラム等を掲載

活用事例

（2020年7月１日現在）

サービスの詳細やご不明な点につきましては、お取引店へお問い合わせください。

2021年５月31日現在

雇用契約や業務委託の契約書作成

を依頼。見積りも１時間ほどで届き、

相見積を取ることで、コストを抑えら

れた。

士業相談

これまでHPを持っていなかったが、

試しで作ってみたら新規のお客様か

ら見積りの問い合わせをいただき、

販売につながった。

ホームページ作成

取扱っている地元の新鮮な野菜を

売り込んだところ、大手スーパーと

のマッチングに成功。販路拡大、収

益増加に繋がった。

活用事例

マッチング

主な機能・活用事例

販路拡大・人材確保・業務効率化・事業承継・経営課題のトータルサポートを
目的としたWEBサイトプラットフォームサービス
【69金融機関が連携、大手企業1,300社以上が参加、全国53,000社の加入実績】

未来をつなぐ、
ともに前へ

こうしん Big Advance
SERVICE SITES

とは？

- 24 -



（2021年５月31日現在）

月額

販路拡大

業務
効率化

従業員
満足度向上

人材不足
解消

導入メリット

全国の金融機関と
連携して御社の
事業拡大をサポート！

3,300円（税込）

※お支払いはクレジットカードのみ

https://www.kofushink in-ba.jp/

情報発信
認知拡大

お客さまの声

元々、卸売専門でホームページがなかったのですが、担当

職員に勧められて作ってみたら、個人の方から問い合わせを

多くもらい、個人向けの需要を確認できたので、ECサイトも

始めました。新たな販路のキッカケになって、ホームページ

作成してホント良かったです。

運営しているのが、金融機関なので信用と安心感があるの

が、一番の魅力だと思う。運送会社なので、他のエリアの

会社と繋がれるようになって、取引先が増えて嬉しい。

あと、配送先で使えるクーポンもあるので、配送先に行く楽

しみが増えました。

【お申込みにあたってのご留意点】
● ご登録にあたっては各種規約をご覧のうえ、お申込みください。

● お申込み内容によっては、サービス利用をお断りする場合がございます。

● システムメンテナンスの為、毎週月曜(22時～24時)はご利用いただけません。

● 本サービスご登録と同時に「SHARES（※）」にも自動登録されますのでご了承ください。

※SHARESは中小企業向けの専門家スポット相談サービスです（登録無料）。

食品製造業

運送業

ご利用料金

Big Advanceが様々な経営課題を解決

新規でご登録の企業様へ

初月利用料無料
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相談窓口

お近くの営業店または総合相談センターまでお気軽にご相談ください。

総合相談フリーダイヤル

0120－732－711

こんな
場合に

• 収穫までの資金繰りに不安がある
• 新しい農機具を導入して作業効率をアップさせたい

けんみん信組では地域の農業等を支える農林漁業事業者向けの商品を
ご用意いたしました。収穫時期に応じた返済周期の対応が可能なので
無理なくご利用することができます。
（詳細は裏面をご覧ください）

けんみん信組は地域の皆さまを全力で応援いたします。

けんみん信組

アグリサポート融資

地域の農業を支える皆さま
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〔商品概要〕

（令和３年７月１日現在）

けんみん信組 アグリサポート融資

※審査の結果によりお希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※詳しくは、けんみん信組の窓口または営業係までお問合せください。

1 商品名 けんみん信組　アグリサポート融資

2 対象者

以下の項目を全て満たす法人及び個人

（1）当組合の営業エリア内において農林漁業を営む方

（2）業歴３年以上で税金の滞納がない方

　　  個人から法人成りした個人の期間を考慮する

（3）申込人（代表者）の申込時の年齢が２０歳以上で７５歳以下の方。

　　  ただし、年齢が７５歳を超えている場合は、後継者がいること。

3 資金使途
事業に関する運転資金・設備資金

　※本商品の借換可

4 融資金額

１，０００万円以内（１００万円以上１０万円単位）

　（ただし、運転資金は原則として直近３年間の平均売上高の２分の１以

        内、設備資金は所要設備金額の範囲内）

5 融資形態 手形貸付又は証書貸付

6 融資期間 ７年以内（ただし、手形貸付は１年以内）

7 融資利率
（1）固定金利　３．５％（手形貸付は固定金利）

（2）変動金利　３．０％

8 返済方法

融資形態に応じて以下のとおりとする

（1）手形貸付

　　  期日一括返済、利息徴求方法（前取）

（2）証書貸付

　  ・元利均等返済、利息徴求方法（毎月後取）

　  ・元金均等返済、利息徴求方法（原則毎月後取）

　　  ※ただし、元金均等返済の場合は収穫時期に応じた返済周期

             の対応可能

9 担保 原則不要

10 保証人
法人　代表者

個人　第三者保証は不要

11 必要書類

・本人確認資料（運転免許証・パスポート・健康保険証等）

・所得が分かるもの

　【法人】決算書（３期分以上）

　【個人】確定申告書（３期分以上）

・固定資産税課税明細書

・商業登記簿謄本（Ｒ２.４.１以降のもの）、定款（法人の場合）

・資金使途確認資料（見積書等）- 27 -



対象資金 融資限度額〔括弧内は現行の取扱い〕

農林漁業セーフティネット資金

一般 ： 1,200万円 〔600万円〕
特認※ ： 年間経営費等の12分の12 〔同12分の６〕

※「特認」とは、簿記記帳を行っている方で、経営規模等
から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
農林漁業者等の皆さま向け特例措置のご案内

日本政策金融公庫 農林水産事業では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業
者等の皆さまが事業継続のために必要とする資金に特例措置を設けております。

（令和３年２月）

※下記資金の特例を適用するための要件のほか、各資金をご利用いただくための要件（裏面）があります

１ 金利負担軽減

対象者 対象資金

農業者等
・ 農林漁業セーフティネット資金
・ 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
・ 経営体育成強化資金

林業者 ・ 農林漁業セーフティネット資金（利子助成は、融資額３億円が上限となります。）

漁業者 ・ 農林漁業セーフティネット資金（利子助成は、融資額３千万円が上限となります。）

次の資金について、公益財団法人農林水産長期金融協会等の利子助成により、
融資当初５年間（林業者は10年間）実質無利子となります。

次の資金について、融資限度額が引上げとなります。

２ 融資限度額引上げ

３ 実質無担保・無保証人

次の資金について、実質無担保・無保証人※となります。

対象者 対象資金

農業者等
・ 農林漁業セーフティネット資金
・ 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
・ 経営体育成強化資金

林業者 ・ 農林漁業セーフティネット資金

漁業者 ・ 農林漁業セーフティネット資金

※担保は融資対象物件、保証人は同一経営の範囲内に限ります。

支店一覧はこちら

事業継続
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農林漁業セーフティネット資金

－新型コロナウイルス感染症の影響を受けた皆さまにご利用いただける資金－

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）

資 金 の

使 い み ち

農業経営改善計画の達成に必要な次の資金（新型コロナウイルスの影響により必要なもの
に限ります。）
ただし、経営改善資金計画書を作成し、特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。

○家畜等の購入・育成費、果樹等の新植・改植費、その他の経営費

○施設・機械の取得

利 率 実質無利子（融資当初５年間）

認定農業者（農業経営改善計画の認定を受けた方）であって、新型コロナウイルス感染症
により経営に影響が発生している方

融 資 期 間 25年以内（うち据置期間10年以内）

融資限度額

【個人】３億円（特認６億円）

【法人】10億円（特認20億円〔一定の場合30億円〕）

※ 法人の特認のご利用に際して、民間金融機関からの資金調達等の要件があります。

ご 利 用

いただける方

資 金 の

使 い み ち
農林漁業経営の維持安定に必要な長期運転資金

利 率 実質無利子（融資当初５年間（林業者は融資当初10年間））

15年以内（うち据置期間３年以内）

融資限度額
（一般）1,200万円、（特認※）年間経営費等の12分の12
※簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引上げが必要と認められる場合に適用されます。

主業農林漁業者（注）等であって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障
を来している又は来すおそれがある方

融 資 期 間

経営体育成強化資金

経営改善資金計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な次の資金（新型コロ
ナウイルスの影響により必要なものに限ります。）

○家畜等の購入・育成費、果樹等の新植・改植費、利用料の一括払い等

○施設・機械の取得

融資限度額

主業農業者（注）等であって新型コロナウイルス感染症により経営に影響が発生している方

資 金 の

使 い み ち

利 率

融 資 期 間

実質無利子（融資当初５年間）

25年以内（うち据置期間３年以内）

負担額の80％かつ個人１億5,000万円、法人・団体５億円の範囲内

（注）主業農林漁業者とは

個人：農(林漁)業に係る所得が総所得の過半を占めている方、又は農(林漁)業に係る粗収益が200万円以上の方
法人：農(林漁)業に係る売上高が総売上高の過半を占めている方、又は農(林漁)業に係る売上高が1,000万円以上の方

ご 利 用

いただける方

ご 利 用

いただける方
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スーパーＬ資金 
[ 農業経営基盤強化資金 ] 

認定農業者の自主性と創意工夫を

活かした経営改善を総合的に応援

する資金です。 

 

 

ご利用いただける方 
 

認定農業者（農業経営改善計画を作成して市町村長等の認定を受けた個人・法人） 

※なお、個人の場合、簿記記帳を行っていること、または今後簿記記帳を行うことが条件となります。 

 

資金の使いみち 

農業経営改善計画の達成に必要な次の資金 

ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。 

 

農地等  施設・機械 

取得のほか、改良・造成も対象となります。 
 

 農産物の処理加工施設、店舗などの流通販売
施設も対象となります。 

 

果樹・家畜等  その他の経営費 

購入費、新植・改植費用のほか、育成費も対
象となります。 

 規模拡大や設備投資などに伴って必要となる
原材料費、人件費などが対象となります。 

 

経営の安定化  法人への出資金 

負債の整理（制度資金は除く）などが対象と
なります。 

 個人が法人に参加するために必要な出資金な
どの支払いが対象となります。 

 
 
 

ご融資条件 

融 資 期 間：２５年以内（うち据置期間１０年以内） 

融 資 限 度 額：【個人】   ３億円 （特認 ６億円） 

【法人】 １０億円 （特認２０億円［一定の場合３０億円] ) 
※1 このうち経営の安定化のための資金のご融資限度額は個人６，０００万円 

（特認１憶２，０００万円）、法人２億円（特認６憶円）です。 
※2 法人の場合、特認のご利用に際しては、民間金融機関からの資金調達などの要件があります。 
※3 最低限度額は５０万円です。 

 
金    利： . ％ (融資期間 年の場合、  年  月 日現在） 

※借入時の金利は金融情勢により変動します。最新の金利は、融資機関にご照会ください。 
 

担保・保証人：ご相談の上、決めさせていただきます。 

 
 

 
 

(令和３年４月) 

【金利負担軽減措置】 
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実質無利子化のための金利負担軽減措置 
 

①   人・農地プラン枠 

令和３年度において「実質化された人・農地プラン」等に基づき、競争力・体質強化に向けて意欲的に生産拡大等に
取り組む農業者等を支援するため、(公財）農林水産長期金融協会が利子助成することで、貸付当初５年間の金利負担
が実質無利子（※１）となる制度が措置されました。 

②   ＴＰＰ等対策特別枠 
令和２年度補正予算において、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）、日EU経済連携協定（日EU・EPA）及び日米

貿易協定による新たな国際環境の下で、新たに規模拡大、農産物輸出等の攻めの経営展開に意欲的に取り組む農業者を
支援するため、担い手経営発展支援金融対策事業として、（公財）農林水産長期金融協会が利子助成することで、貸付
当初５年間の金利負担が実質無利子（※１）となる制度が措置されました。  

 
（※１）利子助成の上限は２％です。このため、日本公庫の貸付金利が２％を超える場合は、２％を超えた部分はお客

さまの負担となります。 
なお、利子助成の取扱額には限りがあるため、実質無利子とならない場合がございます。 

 

金利負担軽減措置 ① 人・農地プラン枠 ② TPP 等対策特別枠 

利子助成の対象者 

実質化された人・農地プラン等の
中心経営体等として位置付けられ
た認定農業者（※２） 

実質化された人・農地プラン等の
中心経営体等として位置付けられ
た認定農業者であって、新たに攻
めの経営展開を行う計画（経営展
開計画）を策定した者（※２・
３） 

事業実施期間 
令和３年度において日本公庫が融
資決定した案件 

令和３年１月２８日以降に日本公
庫が融資決定した案件 

利子助成の対象事業 農地等の取得・造成、施設・機械の取得、改良・造成等、長期運転資金 

利子助成の 

対象とならない事業 

国庫補助事業の補助残部分 
経営の安定化（負債整理など）の 
ための資金 

経営の安定化(負債整理など)の 

ための資金 

利子助成を 

受けられる期間 

貸付当初５年間 

６年目以降は、通常の利息をお支払いただきます。 

利子助成の 

対象限度額 
【個人】３億円（特認６億円） 【法人】１０億円（特認２０億円） 

 
（※２）ご融資の対象施設に農業用ハウスの取得が含まれる場合、当該施設に対し、園芸施設共済等への加入意向が 
    ある旨を確認ができた認定農業者に限ります。 

（※３）経営展開計画に農産物輸出に関する内容が含まれる場合、農林水産省が設立しているＧＦＰ（農林水産物・ 

食品輸出プロジェクト）コミュニティサイトへの登録をしている認定農業者に限ります。 
 
 

ご留意いただきたい事項 
 

■実質無利子化のための金利負担軽減措置は、毎年度国の予算の範囲内で実施されるものであるため
取扱額に限りがあり、資金の使いみちやご融資の実行の時期によっては、ご希望に沿えない場合が
ございます。 

■審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融
公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。 

 
 
 
 

 
 
 

 

お気軽に窓口までご相談ください。 

支店一覧はこちら 

https://www.jfc.go.jp/ - 31 -



青年等就農資金 
新たに農業経営にチャレンジする 

認定新規就農者を応援する無利子 

の資金です。 

 

ご利用いただける方 
 

認定新規就農者 

※市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人 

 

資金の使いみち 
 

青年等就農計画の達成に必要な次の資金 

ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。 

施設・機械  果樹・家畜等 

農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処
理加工施設や、販売施設も対象となります。 

 家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費
のほか、それぞれの育成費も対象となります。 

 

借地料などの一括支払い  その他の経営費 

農地の借地料や施設・機械のリース料などの
一括支払いなどが対象となります。 

※農地の取得費用は対象となりません。 

 
経営開始に伴って必要となる資材費などが対
象となります。 

 

 

ご融資条件 

融 資 期 間：１７年以内（うち据置期間５年以内） 

融 資 限 度 額：３，７００万円（特認１億円） 

       ※最低限度額は５０万円です。 

金    利：無利子（お借入の全期間にわたり無利子です） 

担 保：原則として、融資対象物件のみ 

保 証 人：原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ  

 

 

 

（令和３年４月）  - 32 -



資金ご利用のイメージ 

会社員だったＡさん。就農相談会に参加したことを機に農業の魅力にひかれ、就農を決意。 

普及指導センターから紹介された受入農家で２年間の研修を受けた後、妻とともに就農。  

青年等就農計画の認定を受け、ハウス３０ａのイチゴ経営を目指す。  

（計画１年目）ハウス２０ａ建設、経営開始に必要な資材代等 

（計画３年目）ハウス１０ａの増設、規模拡大に必要な資材代等） ←青年等就農資金を利用 

（計画５年目）イチゴ直売所の設置 

   ： 

（計画期間満了後）認定農業者となり、更なる経営発展を目指す ← スーパーＬ資金等を利用 

 

農地等の取得にご利用いただける資金 

認定新規就農者の方が農地等を取得される場合には、経営体育成強化資金（有利子）をご利用いただけ

ます。 

ご利用条件等 
借入額が１，０００万円以下の場合  

①融資率１００％ ②償還期限２５年以内（うち据置期間５年以内）  

 

就農準備と資金のご利用にあたっては、地域の相談窓口が皆さまを応援します 

◆新たに就農（農業経営の開始）を希望される方には、農地・資金・技術習得など就農に向けたお役立ち情報
を提供するほか、研修など就農に向けた準備や青年等就農計画の作成をスムーズに進められるよう、地域の
相談窓口が皆さまをサポートします。 

◆事業の具体的な内容や収支の内容を記載する経営改善資金計画の作成にあたって、都道府県（普及指導センター）
等の地域の機関が、お手伝いします。 

【ご相談窓ロ】：市町村、都道府県（普及指導センター）、都道府県青年農業者等育成センター等のほか
最寄りの窓口機関（日本公庫・農協・銀行等）でも相談を受け付けます。 

 

ご留意いただきたい事項 

■国の補助金を財源に含む補助事業（事業負担金を含む）は、本資金の対象となりません。ただし、地方公共団
体の単独補助事業や融資残補助事業（強い農業・担い手づくり総合支援交付金の一部等）は対象となります。 

■審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■本資金は、毎年度国の予算の範囲内で実施されるものであるため取扱額に限りがあり、ご
融資の実行時期によっては、ご希望に沿えない場合がございます。 

■上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本
政策金融公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。 

■右記から「新規就農・農業参入支援」ウェブサイトもご利用ください。 

 

お気軽に窓口までご相談ください。 

支店一覧はこちら 

 https://www.jfc.go.jp/ 
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農業改良資金 
生産・加工・販売の新部門の開始 

など新たな取組みを応援する無利 

子の資金です。 

 

ご利用いただける方 
 

１ エコファーマー（認定導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入する方） 

 

２ 農商工等連携促進法の認定を受けた農業者等（認定計画に掲げる事業に取り組む方） 
 
 

３ 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等（認定計画に掲げる事業に取り組む方） 
 
 

４ 米穀新用途利用促進法の認定を受けた生産者等（認定計画に掲げる事業に取り組む方） 
 
 

５ 六次産業化法の認定を受けた農業者等（認定計画に掲げる事業に取り組む方） 

 

  

 

ご融資条件 

融 資 期 間：１２年以内（うち据置期間３年以内） 

ただし、次のいずれかに該当する場合は据置期間５年以内  

①振興山村、過疎地域、中山間地域などの特定の地域で事業を実施する場合 

②上記「ご利用いただける方」の２、５のいずれかに該当する場合  

融 資 限 度 額：【個   人】５，０００万円 

       【法人・団体】１億５，０００万円 

       ※最低限度額は５０万円です。 

金    利：無 利 子（お借入の全期間にわたり無利子です） 

担保・保証人：ご相談の上、決めさせていただきます。 
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資金の使いみち 
 

農業改良措置に関する計画（※）の実施に必要な次の資金 

※ 農業改良措置の内容について都道府県知事から認定を受けた経営改善資金計画書のことです。 

施設・機械  家畜・果樹等 

農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処
理加工施設や販売施設も対象となります。 

 家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費 
のほか、それぞれの育成費も対象となります。 

 

農地の利用権の取得等  品種の転換や特別の費用 

農地の利用権や農業用施設・機械の賃借料な
どの一括支払いなどが対象となります。 
※ 農地等の取得費用は対象となりません。 

 
品種の転換や営業権の取得、研究開発に必要
な資金などが対象となります。 

 

需要の開拓  その他の経営費 

需要を開拓するための調査費用、通信・情報
処理機材の取得などが対象となります。 

 農業改良措置の導入に必要な資材費、雇用労
賃などの初度的な経営費が対象となります。 

〔農業改良措置の要件〕 次のいずれかに該当することが必要です。 

１ 新たな農業部門の開始（従来取り扱っていない作目、品種への進出） 

２ 新たな加工事業の開始 

３ 農産物または加工品の新たな生産方式の導入 

（新たな技術・取組みを導入して品質・収量の向上やコスト・労働力の削減を目指す場合）  

４ 農産物または加工品の新たな販売方式の導入 
 
 

ご留意いただきたい事項 

■ 国の補助金を財源に含む補助事業（事業負担金を含む）は、本資金の貸付対象となりません。  
ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は、貸付対象となります。  

■ 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■ 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融
公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

お気軽に窓口までご相談ください。 

支店一覧はこちら 
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農林漁業 

セーフティネット資金(農業) 

災害や社会的・経済的な環境の変

化の影響を受けた方の資金繰りを

支援する資金です。 

 

ご利用いただける方 
 

１ 認定農業者   農業経営改善計画を作成して市町村長等の認定を受けた個人・法人 

２ 認定新規就農者 青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人 

３ 主業農業者   （個人）農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が２００万円以上の方 

         （法人）農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が１，０００万円以 

             上の法人 

４ 集落営農組織 

ご利用いただける要件 

「ご利用いただける方」が、以下のいずれかに該当する場合にご利用いただけます。  
 

災害    行政指導 

災害（台風、冷害、干ばつ、地震等）の被害 
を受けた。 

  ＢＳＥや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家畜
の殺処分や、畜産物の移動制限を受けた。 

 

社会的または経済的環境の変化による経営状況の悪化 
①最近の決算期における粗収益が前期に比し１０％以上減少している。 

②最近の決算期における所得率または純利益額が前期に比し悪化している。 

③最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じている。 

④前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、２

期合計で赤字である。 

⑤前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、債

務償還可能年数（長期負債÷（純利益額＋減価償却費））が２０年以上である。 

⑥売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じている。 

⑦一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障を来している

（ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして農林水産省が指定した事象に限る）。 

⑧感染症の影響により資金繰りに支障を来している（ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして農林

水産省が指定した感染症等に限る）。 

⑨取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋り等の影響を受け、資金調達に支障を来している。 

⑩取引先の倒産により、農産物の販売や資材の仕入れ等に支障を来している。 

 

ご融資条件 

資金の使いみち：長期運転資金 

融 資 期 間：１０年以内（うち据置期間３年以内） 

融 資 限 度 額：一般  ６００万円 

特認 年間経営費等の６/１２以内（簿記記帳を行っており特に必要と認められる場合） 

※最低限度額は設けておりません。 

担 保 ・ 保 証 人：ご相談の上、決めさせていただきます。 

金     利： . ％（融資期間 年の場合、 年  月 日現在） 

※借入時の金利は、金融情勢により変動します。最新の金利は融資機関にご照会ください。 
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ご融資事例 
 

次のような場合に農林漁業セーフティネット資金をご利用いただいています。 

経営継続のための資金繰りをサポート（ご融資先：酪農を営むＡさん） 
 

ご融資前 

搾乳牛５０頭規模の酪農を営むＡさんは、飼料価格の高騰と乳価の低迷の影

響を受けて、運転資金が不足する状態となった。 

この結果、初妊牛購入のための運転資金が確保できず、搾乳頭数の減少によ

り経営規模が縮小し、今年の農業粗収益は３，６００万円と前年から４００

万円の減少となった。 

ご融資後 

Ａさんは、農林漁業セーフティネット資金３００万円を借り入れし、初妊牛

の購入にあて、経営規模を回復した。 

なお、この３００万円の返済期聞は５年間と長期であり、当面の資金繰りの

安定が図られる見込みである。 

 

災害による経営の立て直しを支援（ご融資先：施設野菜を営むＢ社） 

ご融資前 

施設野菜を営むＢ社は、昨年の秋の台風で、一部ビニールハウスが倒壊する

被害を受けた。 

Ｂ社はハウストマトの周年出荷を行っており、販売先への継続出荷のために

も、ビニールハウスの早期修復が不可欠であった。 

ご融資後 

Ｂ社はビニールハウスの修繕を早期に実施したものの、これにより肥料の購

入等に充てるための運転資金が不足。農林漁業セーフティネット資金の特認限

度額を利用し、年間経営費の１２分の３となる１，０００万円を借り入れた(※)。 

この結果、Ｂ社の資金繰りは安定。販売先への継続出荷を滞りなく行うこと

ができたため、今期も前期並の売上が確保できる見込みである。 

※災害を原因として農林漁業セーフティネット資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「罹災証明書」等が必要です。 

 

 

ご留意いただきたい事項 
 

■審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融

公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

お気軽に窓口までご相談ください。 

支店一覧はこちら 
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農林漁業施設資金 
[ 主務大臣指定施設資金 ] 

漁業者等の漁具、養殖施設、水産

物処理加工施設等の前向き投資を

応援する資金です。 

 

ご利用いただける方 
 

１ 漁業を営む個人又は法人 
真珠又は真珠貝養殖施設：養殖用本筏台数がそれぞれ５００台未満 
上記以外       ：常時使用する従業員の数が３００人以下、かつ 
            使用する漁船の合計総トン数が３，０００トン以下 
 

２ 水産業協同組合（１に掲げる者に転貸する場合に限ります） 
 
 
 
 

資金の使いみち 
 

 

漁具  漁場改良造成施設 

漁網綱など、漁具の取得にご利用いた
だけます。 

 しゅんせつ船や魚礁など、漁場の改良・造
成施設にご利用いただけます。 

 

内水面養殖施設  漁船漁業用施設 

ふ化室、養魚池など、内水面養殖施設に
ご利用いただけます。 

 水産物処理加工施設、作業場など、漁船
漁業用施設にご利用いただけます。 

 

海面養殖施設  漁業生産環境施設 

養殖池、養殖作業用船舶、給餌施設、処
理加工施設など海面養殖施設にご利用い
ただけます。 

 水産廃棄物処理施設、簡易給水施設、体 
験漁業管理施設など、生産環境施設にご 
利用いただけます。 

 

※特別振興事業（最新技術や経営方式の導入など、広く農林漁業の発展に寄与すると認めら
れる事業）を行う方は、上記の施設に関連する費用についてもご利用いただけます。  

※災害復旧については、上記施設及び漁船に対してご利用いただけます。 
 

ご融資条件 

融 資 期 間： １５年以内（うち据置期間３年以内） 

（特別振興事業のうち施設に関連して必要となる費用の支出は１０年以内）  

担保・保証人： ご相談の上、決めさせていただきます。  
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ご融資条件（融資限度額及び金利（   年  月  日現在) ) 
 

資    金    使    途 

ご 融 資 の 限 度 額 

「融資額」と「負担額×融資率」のいずれか低い額 利 率 

融   資   額 融資率 

漁 具 

一 般 ６，０００万円(１漁労体あたり２，０００万円) 

８０％ . ％ 
総 ト ン 数 １ ５ ト ン 

以 上 の ま き 網 漁 業 

２億円（１漁労体を経営する者） 

４億円（２漁労体以上を経営する者） 

定 置 漁 業 ６億円（１漁労体あたり３億円） 

漁 場 改 良 造 成 施 設   －  ８０％ .  ％ 

内水面 

養 殖 

施 設 

水産関係地方公共団体交付金等実

施要領の別表１に掲げる資源増

養殖目標に係る施設（補助事業） 

  － 

８０％ .  ％ 

一 般 
個人 ２，５００万円 

法人 ５，０００万円 

海面養殖施設 

漁 業 生 産 組 合 ７，２００万円 

８０％ .  ％ そ の 他 ３，６００万円 

陸 上 養 殖 施 設 ３億円 

漁船漁業用施設 
水産物処理加工施設  ３億円 

８０％ .  ％ 
そ の 他 ５，０００万円 

漁業生産環境施設   － ８０％ .  ％ 

特 別 振 興 事 業   － ８０％ .  ％ 

農山漁村経営改善対策事業 
※北海道知事に「農山漁村経営改善計画」

の認定を受ける必要があります  

※特認があります  

個人 
１，５００万円 

（漁船の改造、建造又は取得を含む場合は３，０００万円） ９０％ .  ％ 

法人 ４，０００万円 

災 害 
漁 船 

２０トン未満の漁船 １隻あたり１，０００万円 

２０トン以上の漁船 １隻あたり４億５，０００万円、特認最大１１億円 ８０％ 

.  ％ 

～ 

.  ％ 
そ の 他 １施設あたり３００万円（特認６００万円） 

 
※ご融資の最低限度額は５０万円です（ただし農山漁村経営対策事業及び災害復旧事業に係る資金については１０万円）。 

 

ご留意いただきたい事項 

■ 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■ 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本 
政策金融公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。 

 

 

 

お気軽に窓口までご相談ください。 

支店一覧はこちら 
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農林漁業施設資金 
[ 主務大臣指定施設資金 ] 

林業者の素材生産施設、林産物処

理加工施設等の前向き投資を応援

する資金です。 

 

ご利用いただける方 
 

１ 林業を営む者（育林業、素材生産業、薪炭生産業、樹苗養成事業又は特用林産物生産事業を営

む方に限ります） 

※林産物の処理加工、流通又は販売に必要な機械や施設については、次の方に限ります。 

（１）林産物処理加工又は林産物流通販売を行う林業主業者 

（２）林業を営み、次のいずれかに該当する林産物の処理加工又は流通販売事業を行う方 

① 自己所有森林が所在する森林団地から生産される林産物を主原料とする場合 

② 自らが生産する特用林産物を主原料とする場合 

③ 「山村地域」において、山村振興対策又は過疎対策のほか、林業振興対策の一環とし

て事業を行う場合 

２ 森林組合、森林組合連合会及び農業協同組合（１に掲げる者に転貸する場合に限ります） 
 

資金の使いみち 

次の施設や機械などの造成・取得・改良又は復旧にご利用いただけます。 

素材、樹苗、特用林産物の生産、造林  林産物の処理加工 

ハーベスタ等高性能林業機械、樹苗運搬
車、きのこや木炭等の製造施設など、林
産物の生産や造林に必要な機械や施設に
ご利用いただけます。 

 製材施設、合板製造施設、チップ製造施
設、ＣＬＴ製造施設など、林産物の処理
加工に必要な機械や施設にご利用いただ
けます。 

 

林産物の流通・販売  森林レクリエーション施設、林業生産環境施設 

丸太選木機、木材やきのこ等の集出荷貯
蔵施設など、林産物の流通または販売に
必要な機械や施設にご利用いただけます。 
 

 林間キャンプ場、バンガロ一等宿泊施設、
林業従事者の休養施設等などの森林レク
リエーション施設や林業生産環境施設に
ご利用いただけます。 

 
※特別振興事業（最新技術や経営方式の導入など、広く農林漁業の発展に寄与すると認められる事業）を行う方は、

上記の施設に関連する費用についてもご利用いただけます。 

※災害により被害を受けた上記の施設の復旧についてもご利用いただけます。 

※林業生産環境施設については、設置する区域の要件に該当するものに限ります。 
 

ご融資条件 

融 資 期 間： １５年以内（うち据置期間３年以内） 

金    利： 一般  ．  ％  （   年  月  日現在） 

        ２１世紀型先進林業地総合整備等  ．  ％ 

※借入時の金利は、金融情勢により変動します。最新の金利は、融資機関にご照会ください。 

担 保・保証人： ご相談の上、決めさせていただきます。 
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ご融資条件 
 

融 資 限 度 額  

■ 補助事業 

  負担額の８０％ 

■ 非補助事業 

  負担額の８０％又は下表のいずれか低い額 

施設名 貸付限度額 

①素材生産施設 ５，０００万円 

②特用林産物の生産施設 
個人 ２，０００万円 

法人 ５，０００万円 

③林産物処理加工施設 ３億円 

④林産物流通販売施設 1 億５，０００万円 

⑤森林レクリエーション施設（法人） １億円 

⑥その他施設 ３００万円 

⑦複合経営施設 
個人 １，０００万円 

法人 ３，０００万円 

⑧災害復旧（１施設当たり） 
一般 ３００万円 

特認 ６００万円 

※林業経営改善計画の認定、２１世紀型先進林業地総合整備資金制度等、一定の条件を満

たした方については、金利や貸付限度額等に関する特例があります。  

なお、最低限度額は５０万円です（ただし災害復旧事業に係る資金については１０万円）。  
 

 
 

ご留意いただきたい事項 
 

■審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本 

政策金融公庫支店農林水産事業までお問合せください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

お気軽に窓口までご相談ください。 

支店一覧はこちら 

https://www.jfc.go.jp/ 
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経営体育成強化資金 
意欲と能力をもって農業を営む方 

の前向き投資や償還負担の軽減を 

支援する資金です。 

 

ご利用いただける方 
 

農業を営む個人、法人・団体であって、経営改善資金計画または経営改善計画を融資機関に提出された方 

※資金の使いみちが前向き投資のみの場合は経営改善資金計画を、償還負担の軽減を含む場合は経営改善計画をご提出ください。 
 

資金の使いみち 
 

経営改善資金計画または経営改善計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な資金 

前向き投資 

農地等  施設・機械 

取得のほか、改良・造成も対象となります。 
 

 農産物の生産、流通、加工、販売などに必要
な施設・機械などが対象となります。 

 

家畜・果樹等  利用料の一括支払い 

購入費、新植・改植費用のほか、育成費も対
象となります。 

 農地の利用権を取得する場合における権利金
などの一括支払いが対象となります。 

償還負担の軽減 

再建整備  償還円滑化 

農地等の取得・改良・造成や、農業経営に必
要な資材・施設などの取得・設置のために生
じた負債（制度資金等を除く）の整理に必要
な資金が対象になります。 

 既往借入金等の負債（制度資金、土地改良事
業負担金など）に係る支払いの負担を軽減す
るために、経営改善計画期間中の当該負債の
支払いに必要な資金が対象になります。 

 

ご融資条件 

融 資 期 間：２５年以内（うち据置期間３年以内） 

融 資 限 度 額：①～③の範囲内でかつその合計額が個人１億５，０００万円、法人・団体５億円以内  

② 前向き投資  負担額の８０％ 

       ②再建整備   個人 １，０００万円（特認１，７５０万円、特定２，５００万円） 
               法人 ４，０００万円 

       ③償還円滑化  経営改善計画期間中の５年間（特認の場合１０年間）において支払われる 
               既往借入金等に係る負債の各年の支払金の合計額に相当する額  
       ※最低限度額は５０万円です（ただし再建整備・償還円滑化を除く）。 

金    利： .  ％（農地等を取得する場合は . ％、  年 月 日現在） 

       ※借入時の金利は金融情勢により変動します。最新の金利は、融資機関にご照会ください。 

担保・保証人：ご相談の上、決めさせていただきます。  
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新たに農業に参入する企業を応援します 

一般の株式会社等が新たに農業に参入する際に必要となる農業用施設や機械の導入などの

初期投資に対しても、経営体育成強化資金がご利用いただけます。 

ご利用いただける方 

農業を営む法人であって次の要件を満たす方 

① 農業経営開始後、決算期を２期終えていないこと  

② ５年以内に農業経営改善計画※１の認定を受ける計画を有していること  

③ 経営改善資金計画について特別融資制度推進会議※２の認定を受けていること 

※１ 農業経営改善計画とは、農業者自らが概ね５年後を目標として作成する経営改善のための取り組みに向けての計画であり、

農業経営基盤強化促進法に定められています。なお、この農業経営改善計画を市町村に提出し、市町村長の認定を受けた場

合には、認定農業者となり、国等の農業施策に関する支援措置を重点的に受けることができます。 

※２ 特別融資制度推進会議とは、認定農業者が農業経営改善計画に基づき農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）等の制度

資金を借入れようとする際に作成する経営改善資金計画に対し、収支計画の達成可能性や市町村の農業施策との整合性等

について審査を行う、市町村を始めとする関係機関から構成される合議体のことです。 

ご融資条件 

融 資 期 間：２５年以内（うち据置期間３年以内）  

融 資 限 度 額：負担額の８０％と１億５，０００万円のいずれか低い額。 

       ※資金の使いみちによってご融資の最低限度額が異なります。 

金    利：借入時の金利は金融情勢により変動します。最新の金利は融資機関にご照会ください。  

担保・保証人：ご相談の上、決めさせていただきます。  

ご融資事例                【参入事例：漬物製造業者】  
 

事業目的 

Ａ社はもともと国産の有機野菜を原料に使用する漬物製造業者であったが、

昨今の消費者の食品の安全性に対する意識の高まりを受け、原料野菜へのこ

だわりを強化しようとしていた。  

Ａ社は農業生産法人を設立して新たに農業に参入し、有機・無農薬野菜を専

門に生産する農場を開設した。安全・安心な野菜を原料とする漬物を消費者

に安定的に届けることが可能になったほか、農場開設によるＰＲ効果により、

Ａ社本体の売上増加にもつながる計画である。  

事業内容 パイプハウス設置、一次処理加工施設（カット）・保管貯蔵施設の建設  

事 業 費 ３億２，０００万円（うち経営体育成強化資金１億円、ご融資率３１％） 

 

ご留意いただきたい事項 

■審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融
公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。 

 

 

お気軽に窓口までご相談ください。 

支店一覧はこちら 
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お問い合わせ先 

 

○ この冊子について 

関東農政局 山梨県拠点 地方参事官室 

電話：０５５－２５４－６０５５ 
 

○ JA バンク山梨の商品・サービスについて 

山梨県信用農業協同組合連合会 食農法人営業部 

電話：０５５－２２３－３５２１ 

※ 最寄りの農協へのお問い合わせが便利です 
 

○ 株式会社 山梨中央銀行の商品・サービスについて 

株式会社 山梨中央銀行 コンサルティング営業部 コンサルティング営業室 

電話：０５５－２２４－１５４１ 

※ 最寄りの支店へのお問い合わせが便利です 
 

○ 甲府信用金庫の商品・サービスについて 

甲府信用金庫 営業統括部 地域支援課 

電話：０５５－２２２－０２８４ 

※ 最寄りの支店へのお問い合わせが便利です 
 

○ 山梨県民信用組合の商品・サービスについて 

山梨県民信用組合 営業統括部 総合相談センター 

電話：０１２０－７３２－７１１ 

※ 最寄りの支店へのお問い合わせが便利です 

 

○ 株式会社 日本政策金融公庫の商品・サービスについて 

株式会社 日本政策金融公庫 甲府支店 農林水産事業 

電話：０５５－２２８－２１８２ 
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